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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

公益財団法人のみなし寄付金がある場合の寄付金の損金算入限度額 

 

≪内容≫ 

関与先の公益財団法人Ａは、前期までは、公益目的事業会計において各期300万円前後の赤字が発生

し、この赤字を収益事業に係る収益によって補てんしており、収益事業におけるみなし寄付金がある場

合の寄付金の損金算入限度額も、公益法人特別限度額の適用により、収益事業に係る所得金額の50％

相当額を上回っていました。 

しかし、当期においては、公益目的事業における経費支出の減少を原因として公益目的事業会計が僅

かながら黒字となったため、公益法人特別限度額が算出されない結果となりましたが、この場合、みな

し寄付金がある場合の寄付金の損金算入限度額も０円となってしまうのでしょうか。 

なお、当期の収益事業から公益目的事業への振替額は、収益事業に係る所得金額の50％相当額（200

万円）を上回っています。 

 

『答』 

公益財団法人Ａの当期における公益目的事業の収支は黒字であるため、みなし寄付金の損金算入限度

額計算における公益法人特別限度額は算出されませんが、損金算入限度額は、０円ではなく、ご質問の

通りの収益事業に係る所得金額の 50％相当額すなわち 200 万円となります。 

 

（解説） 

１ 法人税法第35条第5項の規定により、公益社団法人・公益財団法人については、収益事業に属する

資産のうちからその収益事業以外の事業で自ら行う公益目的事業のために支出した金額をその収益

事業に係る寄付金の額とみなすこととされています。 

この場合、そのみなし寄付金がある場合の寄付金の損金算入限度額は次のとおりとされており、下

記（２）の金額が（１）の金額を超えるときは、（２）の金額とされています（法令７３①三イ、７

３の２）。 

（１）その事業年度の収益事業に係る所得の金額の50％に相当する金額  

（２）公益目的事業の実施のために必要な金額（その金額がみなし寄付金を超える場合には、そのみ 
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なし寄付金額に相当する金額。以下「公益法人特別限度額」といいます。） 

２ 上記１の（１）の「公益法人特別限度額」とは、その事業年度における公益目的事業に係る費用の

額から、収入の額を控除した金額をいいます。 

  この公益法人特別限度額は、平成２０年度税制改正により導入されたものですが、公益目的事業の

赤字の金額が、上記１の（１）の収益事業に係る所得金額の50％相当額を限度とする概算ベースの

限度額を上回る場合には、その（１）の金額に留まらず、その赤字の金額すなわち上記１の（２）の

公益法人特別限度額を実額ベースの限度額として、みなし寄付金の額のうち公益法人特別限度額まで

の損金算入を認めることとしたものと解されます。 

  つまり、上記１の（２）の公益法人特別限度額が上記１の（１）の収益事業に係る所得金額の50％

相当額以下である場合には、その（１）の金額が限度額とされるにとどまり、ご質問のケースのよう

に（２）の金額までしか損金算入できないこととなるわけではありません。この点は、法人税申告書

の別表十四（二）の記入方法を見ますと、同別表の「公益法人等の場合」の「損金算入限度額の計算」

の「損金算入限度額（34）」は、「長期給付事業を行う共済組合等の損金算入限度額（33）」がない限

り、「収益事業に係る所得金額の50％相当額（31）」と「公益法人特別限度額（32）」のうち多い金額

とされていることから明らかにされています。 

３ したがいまして、ご質問のケースでは、公益財団法人Ａの当期における公益目的事業の収支は黒字

であるため、上記１の（２）の公益法人特別限度額は算出されませんが、みなし寄付金の損金算入限

度額は、０円ではなく、上記１の（１）の収益事業に係る所得金額の50％相当額すなわち200万円と

なることになります。 
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